
第1条　公益社団法人腐食防食学会（以下「本会」と
いう。）は、定款第 4 条 (9) に基づき腐食防食に関する
学術及び技術の発展を奨励する目的をもって、この規
程により表彰を行う。その対象者は定款第 4 条 (9) に
基づき、腐食防食に関して功績のあった者とする。
第２条　本会に腐食防食学会 学会賞 ( 以下「学会賞」
という。)、腐食防食学会岡本剛記念講演賞 ( 以下「岡
本剛記念講演賞」という。)、腐食防食学会学術功労賞（以
下「学術功労賞」という。）、腐食防食学会技術功労賞

（以下「技術功労賞」という。）、腐食防食学会論文賞 ( 以
下「論文賞」という。)、腐食防食学会若手優秀論文賞 ( 以
下「若手優秀論文賞」という。)、腐食防食学会技術賞 ( 以
下「技術賞」という。)、腐食防食学会進歩賞 ( 以下「進
歩賞」という。)、腐食防食学会功績賞 ( 以下「功績賞」
という。)、腐食防食学会貢献賞 ( 以下「貢献賞」とい
う。)、及び腐食防食学会若手講演賞（以下「若手講演
賞」という。）を設ける。各賞の英語表記を附表に示す。
第３条　学会賞は腐食防食の分野における科学技術の
進歩並びに本会の発展に顕著な貢献をしている者に対
して授与する。学会賞は賞状及び賞牌とする。
第４条　岡本剛記念講演賞は、腐食防食の分野におけ
る学術の進歩発展に顕著な貢献をしている者を講師に
し、その者を表彰する。岡本剛記念講演賞は賞状及び
賞牌とする。
第５条　学術功労賞は、腐食防食の分野における学術
の進歩発展に功労があり、その年齢が受賞の年の４月
１日現在で満 40 歳以上満 55 歳以下の者に対し授与す
る。学術功労賞は賞状及び賞牌とする。
第６条　技術功労賞は、腐食防食の分野における技術
の進歩発展に功労があり、その年齢が受賞の年の４月
１日現在で満 40 歳以上満 55 歳以下の者に対して授与
する。技術功労賞は賞状及び賞牌とする。
第７条　本 会 会 誌「Zairyo-to-Kankyo（ 材 料 と 環
境）」に掲載された論文及び共同刊行誌「Materials 
Transactions」に本会審査を経て掲載された論文のう
ち、学術上または技術上特に優れた論文の著者に対し
て授与する。ただし、以下の論文は対象外とする。
　1）「Zairyo-to-Kankyo（材料と環境）」に掲載され
　た後、英訳版として「Materials Transactions」に
　掲載された論文
　2）「Materials Transactions」に掲載された後、邦
　訳版として「Zairyo-to-Kankyo（材料と環境）」に
　掲載された論文
審査の対象となる論文は、審査を行う年の前年および
前々年に掲載されたものとする。論文賞は賞状及び賞
牌とする。
第８条　若 手 優 秀 論 文 賞 は 本 会 会 誌「Zairyo-to-
Kankyo（材料と環境）」に掲載された論文及び共同刊
行誌「Materials Transactions」に本会審査を経て掲
載された論文のうち、学術上または技術上特に優れた

論文の若手筆頭著者（「Zairyo-to-Kankyo（材料と環
境）」、また「Materials Transactions」においてそれ
ぞれ掲載が決定された日に満年齢が 35 歳以下）に対
して授与する。ただし、以下の論文は対象外とする。
　1）「Zairyo-to-Kankyo（材料と環境）」に掲載され
　た後、英訳版として「Materials Transactions」に
　掲載された論文
　2）「Materials Transactions」に掲載された後、邦
　訳版として「Zairyo-to-Kankyo（材料と環境）」に
　掲載された論文
審査の対象となる論文は、審査を行う年の前年および
前々年に掲載されたものとする。若手優秀論文賞は賞
状及び賞牌とする。
第９条　進歩賞は腐食防食の分野で学術あるいは技術
上の優れた業績があり、その年齢が受賞の年の４月１
日現在で満 35 歳以下の者に対し授与する。進歩賞は
賞状及び賞牌とする。
第１０条　功績賞は満 65 才以上の正会員で、永年に
亘り本会並びに本会支部の事業発展に貢献した者に対
し授与する。功績賞は賞状とする。
第１１条　貢献賞は満 55 才以上、在籍 15 年以上の正
会員で、本会並びに本会支部の運営・発展に尽力した
者に対し授与する。貢献賞は賞状とする。
第１２条　若手講演賞は、本会主催「材料と環境講演
大会」並びに「材料と環境討論大会」で催すコンペティ
ション・セッション又はポスターセッションにて、優
秀な講演又は発表を行った満 30 歳未満の者に授与す
る。若手講演賞は、賞状及び金券とする。金券につい
ては若手講演優秀賞において上限を 5,000 円、若手講
演奨励賞において上限を 2,000 円として、表彰選考委
員会にて審議し、第 19 条の報告時に合わせて報告す
る。
第１３条　表彰件数

（１） 学会賞は毎年 1 名を原則とするが、複数の受賞を
妨げない。

（２） 岡本剛記念講演は毎年 1 名を原則とする。
（３） 学術功労賞は毎年 1 名を原則とする。
（４） 技術功労賞は毎年 1 名を原則とする。
（５） 論文賞は毎年 1 件を原則とするが、複数の受賞を
妨げない。

（６） 若手優秀論文賞は毎年 1 件を原則とするが、複数
の受賞を妨げない。

（７） 技術賞は毎年 3 件程度を原則とし、最大でも 5
件以内とする。

（８） 進歩賞は毎年 2 件を原則とする。
（９） 功績賞は毎年複数名とする。
（１０） 貢献賞は毎年複数名とする。
（１１） 若手講演賞は大会ごとに若手講演優秀賞１名、
若手講演奨励賞若干名とする。
第１４条　学会賞、岡本剛記念講演賞、学術功労賞、
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技術功労賞、論文賞、若手優秀論文賞、技術賞、進歩
賞、功績賞、貢献賞、若手講演賞の受賞候補者は本会
会員とする。ただし学術功労賞、技術功労賞、論文賞、
若手優秀論文賞、技術賞、進歩賞及び若手講演賞の場
合は特別会員所属の個人を受賞候補者とすることがで
きる。
第１５条　受賞候補者の推薦者は、学会賞、学術功労
賞及び技術功労賞は (1) 役員（理事、監事）または支
部長、(2) 名誉会員、理事経験者、支部長経験者、ま
たは (3) 正会員 3 名（の連署）とする。岡本剛記念講
演講師候補者の推薦は別に定める岡本剛記念講演講師
選考内規に基づくものとする。論文賞、若手優秀論文
賞、技術賞、進歩賞の受賞候補者の推薦者は名誉会員、
永年会員、正会員及び特別会員とする。功績賞並びに
貢献賞候補者の推薦は別に定める功績賞選考内規並び
に貢献賞選考内規に基づくものとする。若手講演賞の
推薦は、別に定める若手講演賞選考内規に基づくもの
とする。
第１６条　学会賞、学術功労賞、技術功労賞、論文賞、
技術賞及び進歩賞の受賞候補者を推薦する者は推薦理
由を付し、書面をもって本会会長に申し出るものとす
る。
第１７条　若手講演賞受賞候補者は、本会主催「材料
と環境講演大会」並びに「材料と環境討論大会」で催
すコンペティション・セッションにて講演、又はポス
ターセッションにて発表を行った者とする。
第１８条　受賞者の選考は表彰選考委員会で行う。表
彰選考委員は理事会が毎年若しくは大会ごとにこれを
選定し、本会会長が委嘱する。委員長は本会会長が会
員の中から指名し委嘱する。ただし選考手続の細部に
ついては各賞の選考内規の定めるところによる。
第１９条　表彰選考委員会は推薦された候補者、若し
くは若手講演賞の場合は講演をおこなった候補者のう
ちから適当と認める者を選定し、その結果を選定理由
に付して本会会長に報告する。
第２０条　本会会長は学会賞、岡本剛記念講演賞、学
術功労賞、技術功労賞、論文賞、技術賞及び進歩賞に
係る前条の報告を理事会に諮り、その議決をへて受賞
者を決定する。ただし、若手講演賞、功績賞および貢
献賞受賞者の決定は、選考内規に定めるところによる。
第２１条　学会賞、岡本剛記念講演賞、学術功労賞、
技術功労賞、論文賞、技術賞、進歩賞、功績賞及び貢

献賞の授与は、「材料と環境講演大会」において本会
会長が行う。
2 若手講演賞の授与は、本会主催「材料と環境講演大
会」ならびに「材料と環境討論大会」の技術交流会に
おいて本会会長が行う。
第２２条　この規程の改廃は理事会の議決を要するも
のとする。

附則　進歩賞については、受賞年度の 4 月 1 日時点の
満年齢が、それぞれ以下の通りとする。
令和 5 年度対象者：40 歳未満、
令和 6 年度対象者：39 歳未満、
令和 7 年度対象者：38 歳未満、
令和 8 年度対象者：37 歳未満、
令和 9 年度対象者：35 歳以下

附表：各賞英語表記一覧表

昭和 53.9.18（改訂） 
昭和 57.12.25（改訂） 
昭和 58.5.20（改訂） 
昭和 61.1.31（改訂） 
平成元 .1.25（改訂） 
平成 3.1.24（改訂）   
平成 9.5.6（改訂） 
平成 11.5.20（改訂）
平成 11.7.21（改訂） 
平成 12.1.24（改訂）
平成 12.6.1（改訂）
平成 16.1.30（改訂）
平成 20.3.14（改訂） 
平成 21.7.22（改訂）
平成 23.5.23（改訂）
平成 24.11.29（改訂）
平成 26.11.26（改訂）
平成 27.7.27（改訂）
平成 29.5.25（改訂）
平成 31.1.22（改訂）
令和 2.7.27（改訂）
令和 2.11.25（改訂）
令和 5. 1.31（改訂）
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附 表 各 賞 英 語 表 記 一 覧

和 名 英 語 表 記

学 会 賞 T h e  A w a r d  o f  J S C E  
岡 本 剛 記 念 講 演 賞 O k a m o t o  G o  M e m o r i a l  L e c t u r e  A w a r d  

学 術 功 労 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  S c i e n t i f i c  C o n t r i b u t i o n  
技 術 功 労 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  T e c h n i c a l  C o n t r i b u t i o n  
論 文 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  t h e  B e s t  P a p e r
若 手  優 秀 論 文 賞 T h e J S C E A w a r d f o r t h e B e s t P a p e r o f  Y o u n g a u t h o r 
技 術 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  t h e  T e c h n i c a l  D e v e l o p m e n t  
進 歩 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  t h e  P r o m i s i n g  R e s e a r c h e r  

若 手 講 演 優 秀 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  t h e  B e s t  P r e s e n t a t i o n  o f  Y o u n g  
R e s e a r c h e r  

若 手 講 演 奨 励 賞 T h e  J S C E  E n c o u r a g e m e n t  A w a r d  f o r  P r e s e n t a t i o n  o f
Y o u n g  R e s e a r c h e r  

功 績 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  D i s t i n g u i s h e d  A c h i e v e m e n t  
貢 献 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  D i s t i n g u i s h e d  C o n t r i b u t i o n
特 別 功 労 賞 T h e  J S C E  A w a r d  f o r  P a r t i c u l a r  C o n t r i b u t i o n
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